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 解 説  

 

１．インド現地法人における資金調達 

 インドでの資金調達の主な手段としては、現地銀行からの借入、増資、インド国

外からの借入（External Commercial Borrowing。以下「ECB」といいます）などが

挙げられます。 

 現地銀行からの借入は、現地通貨（インドルピー）での借入が可能である、資金

使途に制限が課されない等のメリットがある一方、支払利息負担の大きさ等がネッ

クと言われています。また、日本親会社からの保証が求められるケースもあるため、

現時点では日系中小企業の利用は多くないようです。 

 本回答では、残る手段である増資および ECBについて説明します。 

 

２．インド子会社への増資 

 インド現地法人における増資は、現地銀行借入に比べて調達コストが安価である

こと、資金使途の制限が原則定められていないこと等のメリットが挙げられます。 

  なお、非上場会社の場合の主な増資手続きは、次のとおりです。 

  ① 授権資本金額の引上げ（取締役会・株主総会決議、会社登記局への届出） 

  ② 株式価格の算定、株主割当等にかかる取締役会決議 

  ③ 資本金の送金（必ずルピー建で着金金額を指定） 

  ④ インド準備銀行・会社登記局への届け出、株式割当、株式証書発行等 

 

 

Ｑ． 

 インド現地法人で資金調達が必要になりました。現地銀行からの借入は金利

水準が高いため、日本親会社からの増資またはドル建て親子ローンを検討して

いますが、どちらの方法がよいのでしょうか。（商社） 

 

Ａ． 

 かつてインドでは、対外商業借入（ECB）規制が厳しく、主な資金調達手段は

増資とされていました。しかし、2019 年１月に ECB 規制が緩和され、貴社業種

も親子ローンによる資金調達が可能です。2021 年 12 月に LIBOR の恒久的な廃

止に伴い、上限金利に変更がありました。 

 両手段とも一長一短のため、自社の資金繰り見通し等にもとづき、適切な調

達手段をご決定ください。 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/12_IND_Financing.pdf

